
　

今
後
の
大
地
震
に
備
え
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な

ど
の
撤
去
費
用
の
補
助
を
行
な
い
ま
す
。

▼
対
象

◦
避
難
路
に
面
す
る
も
の

◦
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
が
面
す
る
道
路
面
か
ら
80
㎝
以

上
の
も
の
（
擁
壁
の
上
に
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合

は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
自
体
の
高
さ
が
60
㎝
以
上
の

も
の
）

◦
市
が
安
全
点
検
を
行
な
い
、
安
全
対
策
が
必
要
と

判
断
さ
れ
た
も
の　

な
ど

▼
補
助
額　
次
の
い
ず
れ
か
低
い
額

①
撤
去
工
事
の
見
積
書

②
撤
去
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
長
さ
⒨
×
１
万
２
千
円

③
20
万
円

▼
申
込
期
限　

　

12
月
28
日
㈪　

午
後
５
時

▼
必
要
書
類

　

補
助
金
交
付
申
請
書
・
費
用
の
見
積
書
な
ど

※
詳
し
く
は
お
尋
ね
に
な
る
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

今
後
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
大
地
震
に
備

え
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
住
み
続
け

ら
れ
る
住
ま
い
を
確
保
す
る
た
め
、
戸
建
て

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
設
計
・

耐
震
改
修
工
事
の
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

▼
申
込
期
限　
10
月
30
日
㈮　

午
後
５
時

▼
必
要
書
類　
補
助
金
交
付
申
請
書
・
費
用

　
　
　
　
　
　

の
見
積
書　

な
ど

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
費
用
を
補
助
し
ま
す

耐
震
改
修
な
ど
の
費
用
を
補
助
し
ま
す

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
都
市
計
画
課　
建
築
住
宅
班　
☎（
２
４
８
）３
８
５
５

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　
都
市
計
画
課　
建
築
住
宅
班　
☎（
２
４
８
）３
８
５
５

大
地
震
に
備
え
ま
し
ょ
う

▼補助対象・補助額

補助制度 補助対象 補助額

耐震診断費
補助

◦市内にある戸建て木造
住宅で住宅所有者本
人が住んでいるもの

◦昭和56年5月31日以
前に着工した建築物

◦建築基準法に違反の
ない建築物など

※昭和56年6月1日以降
に増築した部分の面積
が延床面積の1/2を超
えている建築物は対象
外。

費用の2/3以内
（限度額8万6千円）

耐震改修
設計費補助

◦市内にある戸建て木造
住宅で住宅所有者本
人が住んでいるもの

◦地上階数が3階以下の
もの

◦昭和56年5月31日以
前に着工した建築物
か、市のり災証明など
により熊本地震での被
災が確認できること

費用の2/3以内
（限度額20万円）

耐震改修
工事費補助

費用の1/2以内
（限度額60万円）

耐震改修設計費・
耐震改修工事費
一括補助

費用の4/5以内
（限度額100万円）

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
人

権
が
侵
さ
れ
な
い
よ
う
見
守
り
、
人
権
が
侵

さ
れ
た
と
き
に
相
談
相
手
に
な
る
な
ど
、
私

た
ち
の
間
に
正
し
い
人
権
の
考
え
方
を
広
め

る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

市
に
は
市
長
か
ら
推
薦
さ
れ
、
法
務
大
臣

か
ら
委
嘱
を
受
け
た
人
権
擁
護
委
員
が
９
人

い
ま
す
。

▼
合
志
市
人
権
擁
護
委
員

　

池
田　

一
也
（
笹
原
）

　

上
田　

一
男
（
東
）

　

惠
濃　

裕
司
（
永
江
団
地
）

　

川
畑　

愛
子
（
桜
路
）

　

桑
原　

典
恵
（
杉
並
台
）

　

小
林
富
代
子
（
若
原
）

　

長
尾　
　

隆
（
み
ず
き
台
）

　

水
上　

明
子
（
新
栄
温
泉
団
地
）

　

山
田
千
代
美
（
若
原
）

　

人
権
と
は
人
間
ら
し
く
幸
せ
に
生
き
る
権

利
で
あ
り
、
人
生
を
送
る
上
で
最
も
大
切
な

権
利
で
す
。
自
分
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
人

の
人
権
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
お
互
い
に
人
権

を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
る
い
社
会
を
作
り

ま
し
ょ
う
。

【
人
権
相
談
窓
口
】

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　

人
権
に
つ
い
て
お
悩
み
の
方
は
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
常
設
人
権
相
談
（
市
人
権
教
育
指
導
員
）

　

と　

き
：
午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

　
　
　
　
　
（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

　

と
こ
ろ
：
市
役
所　

人
権
啓
発
教
育
課
内

▼
特
設
人
権
相
談
（
市
人
権
擁
護
委
員
）

　

年
２
回
実
施

※
実
施
日
な
ど
の
詳
し
く
は
、
広
報
こ
う
し

で
改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す

●
問
い
合
わ
せ
先　
人
権
啓
発
教
育
課　
☎（
２
４
８
）２
３
９
９

人
権
擁
護
委
員
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

　

２
０
２
０
年
国
勢
調
査
が
10
月
１
日
を
基

準
日
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
全
国
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ

れ
て
お
り
、
国
や
県
、
各
自
治
体
は
早
期
収

束
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

今
の
と
こ
ろ
国
は
本
調
査
に
関
し
て
、
実

施
す
る
予
定
で
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
、
調
査
を
実
施

す
る
方
法
（
世
帯
と
接
触
し
な
い
調
査
票
の

配
布
・
回
収
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
柔
軟
に

　

２
０
２
０
年
工
業
統
計
調
査
を
６
月
１
日

を
基
準
日
と
し
て
行
な
い
ま
す
。

　

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
細
心
の
注
意
を
払

っ
た
う
え
で
、
都
道
府
県
知
事
が
任
命
し
た

統
計
調
査
員
が
５
月
か
ら
６
月
に
か
け
て
、

製
造
業
に
属
す
る
事
業
所
に
調
査
票
を
お
届

け
（
ま
た
は
直
接
郵
送
）
し
ま
す
。

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
最
新
の
情
報
が
入
り
次
第
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
こ
う
し
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
９
月
か
ら

10
月
に
か
け
て
調
査
員
が
お
伺
い
す
る
予
定

で
す
。

　

調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は

統
計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
。

安
心
し
て
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

今
回
か
ら
調
査
員
に
よ
る
回
収
が
無
く
な

り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
す
る
か
、
返
信

用
封
筒
で
郵
送
し
て
い
た
だ
く
か
の
、
い
ず
れ

か
の
方
法
と
な
り
ま
す
。

　

調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は

統
計
法
に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
。

安
心
し
て
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

こ
と
し
は
国
勢
調
査
を
予
定
し
て
い
ま
す

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ
先　
企
画
課　
企
画
広
報
班　
☎（
２
４
８
）１
８
１
３

●
問
い
合
わ
せ
先　
企
画
課　
企
画
広
報
班　
☎（
２
４
８
）１
８
１
３
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